
 

 

泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、重度障がい者等の日常生活に係る支援を就業中にも行うこと

で、障がいを理由として、働く意思と能力がありながら働くことのできない者に

対する就労機会を拡大し、障がい者の社会参加を促進することを目的に実施する

泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業（以下「本事業」という。）に要する

費用（以下「就労支援費」という。）の支給等について必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 重度障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条に規定す

る重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を本市の援護によって受け

ている者をいう。 

（２） 民間企業 障害者の雇用の促進に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号。以下「障害者雇用促進法」という。）第４９条第１項に規定する障害者雇

用納付金制度に基づく助成金の対象となる事業主をいう。 

（３） 自営業者等 税務署に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９条

に規定する届出を行っている者等又は法人の代表者等であって、民間企業に雇

用される者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議員等の公務部門で

雇用等される者その他これに準ずる者以外のものをいう。 

（４） 通勤や職場等における支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５

２３号。以下「基準」という。）において、重度訪問介護等の障害福祉サービ

スのうち「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出」として介護給付費の支給

対象外となる部分をいう。 

（５） 重度障がい者等就労支援 民間企業が重度障がい者等を雇用するに当た

り、障害者雇用促進法第４９条に規定する障害者雇用納付金制度に基づく助成

金を活用しても当該重度障がい者等の雇用継続に支障が残る場合に必要となる



 

 

喀淡吸引や姿勢の調整、安全確保のための見守りその他雇用の継続に必要な支

援及び４か月目以降の通勤支援等並びに重度障がい者等が自営業者等として働

く場合において必要となる通勤や職場等における支援をいう。 

（６） 指定就労支援事業者 前号に定める重度障がい者等就労支援を行うもの

として、第１９条により指定を受けた事業者をいう。 

（７） 支援計画書 重度障がい者等の通勤や職場等における支援について、支

援対象範囲を明確にするため、民間企業が重度障がい者等、指定就労支援事業

者等と連携して作成するものをいう。 

（８） 受給者 第７条に規定する重度障がい者等就労支援特別事業利用申請を

し、第８条第２項に規定する利用決定を受けた者をいう。 

（対象者） 

第３条 重度障がい者等就労支援特別事業の対象者は、就労している重度障がい者

等であって、泉大津市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

（１） 民間企業に雇用される者であって、１週間の所定労働時間が１０時間以

上のもの（１週間の所定労働時間が１０時間未満の者であって、当該年度末ま

でに当該企業が１０時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支

援計画書において確認できるものを含む。） であって、独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構から支援計画書の確認を受けている者。ただし、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１

８年厚生労働省令第１９号）第６条の１０第１項第１号に規定する就労継続支

援Ａ型の利用者を除く。 

（２） 自営業者等であって、自営業等に従事する時間が１週間のうち１０時間

以上であり、当該自営業等に従事することにより当該対象者の所得の向上が見

込まれると社会福祉事務所長が認めたもの 

（支援対象範囲） 

第４条 前条第１号の対象者の支援対象範囲は、通勤や職場等における支援であっ

て、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に

支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画

書において認められた部分（時間）とする。 



 

 

２ 前条第２号の対象者の支援対象範囲は、通勤や職場等における支援の部分（時

間）とする。 

（利用量） 

第５条 前条の支援対象範囲に係る本事業の利用量は、別表１の範囲内で社会福祉

事務所長が決定する。 

（就労支援費） 

第６条 就労支援費の額は、１００分の９０に相当する額に、１００分の１０に相

当する額から次項に定める利用者負担額を控除した額を加えた額とする。 

２ 利用者負担額は、１月につき、別表２に定める基準により算定した費用の額の

１００分の１０に相当する額とし、別表第３に定める額を負担上限額とする。 

３ 第８条第２項に規定する決定通知書の交付を受けた者（以下「受給者」という。）

は、指定就労支援事業者から重度障がい者等就労支援を受けたときは、前項に定

める利用者負担額を負担し、当該指定就労支援事業者に直接支払わなければなら

ない。 

（利用手続等） 

第７条 本事業を利用しようとする者は、泉大津市重度障がい者等就労支援特別事

業利用申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、社会福祉事務所

長に申請しなければならない。 

（１） 対象者が重度訪問介護の支給決定を受けていることを示す受給者証（法

第２２条第８項に規定する受給者証をいう。）の写し 

（２） 支援計画書（ただし、第３条第１号の対象者が申請する場合、障害者雇

用納付金制度に基づく助成金の手続に必要なものとして、事前に独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出し、その確認を受けたものに限る。） 

（３） 雇用されていることを証する書類の写し（ただし、第３条第１号の対象

者が申請する場合に限る。） 

（４） 自営業者等であることを証する書類の写し（ただし、第３条第２号の対

象者が申請する場合に限る。） 

（利用決定） 

第８条 社会福祉事務所長は、前条に規定する申請があったときは、調査に基づき

その内容を審査し、本事業の利用量を定め、利用の決定を行い、支給の可否を決



 

 

定するものとする。 

２ 社会福祉事務所長は、前項の決定をしたときは、申請をした者に対し、当該決

定の内容を泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業利用決定等通知書（様式第

２号）により通知する。 

３ 社会福祉事務所長は、次に掲げる事由に該当するときは、第１項に規定する不

支給決定をする。 

（１） 第３条に規定する対象者に該当しないとき。 

（２） 希望する支援が第４条に規定する支援対象範囲に該当しないとき。 

（３） その他本要綱の趣旨又は規定に沿わないとき。 

（利用決定期間） 

第９条 本事業の利用決定の有効期間（以下「利用決定期間」という。）は、利用

開始日から直近の３月末日までとする。 

２ 利用決定期間の満了後においても、本事業を利用しようとする受給者は、利用

決定期間満了日までに更新の申請を行うものとする。 

（利用方法） 

第１０条 受給者は、重度障がい者等就労支援を受けようとするときは、指定就労

支援事業者に決定通知書を提示し、当該事業者に直接依頼するものとする。申込

みを行う指定就労支援事業者は、受給者が支給決定を受けている障がい福祉サー

ビスを行う事業所の指定を受けている事業者とする。 

２ 前項において、受給者が指定就労支援事業者の自営業者等又は当該指定就労支

援事業者に雇用される者であるときは、受給者は、重度障がい者等就労支援を当

該指定就労支援事業者以外の指定就労支援事業者に依頼するものとする。ただし、

やむを得ない特別な理由があると社会福祉事務所長が認めるときは、この限りで

ない。 

（利用決定等の変更等） 

第１１条 受給者は、第８条第２項に規定する利用決定内容に係る事項を変更する

必要があるときは、社会福祉事務所長に対し泉大津市重度障がい者等就労支援特

別事業変更申請書（様式第３号）により変更の申請をすることができる。 

２ 社会福祉事務所長は、前項の変更の申請に係る書類を受理したときは、内容を

審査し、変更の決定を行い、泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業変更決定



 

 

通知書（様式第４号）により当該申請者に通知するものとする。 

（利用終了の届出） 

第１２条 受給者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、泉大津市重度障

がい者等就労支援特別事業利用終了届出書（様式第５号）を社会福祉事務所長に

提出しなければならない。 

（１） 受給者が退職するとき。 

（２） 受給者が休職するとき。 

（３） 受給者が第３条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。 

（４） 受給者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったとき。 

（５） 受給者が本事業の利用を辞退するとき。 

（利用記録の整備等） 

第１３条 受給者は、当該利用決定に係る就労の状況を明らかにした書類等を作成

し、かつ、利用決定を受けた日の属する年度の翌年度から５年間保管しておかな

ければならない。 

（利用決定の取消） 

第１４条 社会福祉事務所長は、次に掲げる場合には、第８条第２項に定める利用

の決定を取り消すことができる。 

（１） 受給者が退職するとき。 

（２） 受給者が休職するとき。 

（３） 受給者が第３条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。 

（４） 受給者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められると

き。 

（５） 受給者が本事業の利用を辞退するとき。 

（６） 第４条に規定する支援対象範囲に含まれない支援を受けていたとき。 

（７） 受給者が虚偽その他不正の手段により就労支援費の利用決定を受けたと

き。 

（８） 本要綱の趣旨又は規定に沿わないとき。 

（９） その他社会福祉事務所長が利用を不適当と認めるとき。 

２ 社会福祉事務所長は、前項の規定による取消しを行ったときは、泉大津市重度

障がい者等就労支援給付利用決定取消通知書（様式第６号）により受給者に通知



 

 

するものとする。 

３ 社会福祉事務所長は、第１項の規定により支給の決定を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る部分に関し既に就労支援費が支払われているときは、受給

者に対し、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。 

（就労支援費の請求） 

第１５条 受給者は、就労支援費の支給を受けようとするときは、指定就労支援事

業者に当該事業費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。 

２ 前項の規定により委任を受けた指定就労支援事業者は、重度障がい者等就労支

援が行われた日の属する月の翌月の１０日までに泉大津市重度障がい者等就労支

援特別事業請求書（様式第７号）に泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業費

明細書（様式第８号）及び泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業サービス提

供実績記録票（様式第９号）の写しを添えて、社会福祉事務所長に請求しなけれ

ばならない。また、上限額管理を行う指定就労支援事業者は、泉大津市重度障が

い者等就労支援特別事業利用者負担上限額管理結果票（様式第１０号）の提出も

行うこと。 

（就労支援費の支給） 

第１６条 社会福祉事務所長は、前条の規定による請求があったときは、その内容

を審査し、適当と認めるときは、速やかに指定就労支援事業者に就労支援費を支

給するものとする。 

（指定就労支援事業者の指定要件） 

第１７条 重度障がい者等就労支援特別事業を実施する事業者として、指定を受け

ることができる事業者は、法第５条に規定する重度訪問介護、同行援護又は行動

援護を行う事業所の指定を受けている事業者とする。 

（指定の申請） 

第１８条 前条の指定要件を満たし、指定就労支援事業者としての指定を希望する

もの（以下「申請事業者」という。）は、事業を開始しようとする月の前月の１

５日までに泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業者指定申請書（様式第１１

号）を泉大津市重度障がい者就労支援特別事業従事者資格要件調書（様式第１２

号）を添えて社会福祉事務所長に提出しなければならない。 

（指定の審査） 



 

 

第１９条 社会福祉事務所長は、前条に定める申請があったときは、その内容を審

査し、指定を決定し、泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業者指定通知書（様

式第１３号）により当該申請事業者に通知するものとする。 

２ 指定就労支援事業者は、受給者の利用実績について、台帳等必要な書類を備え

付けなければならない。 

（変更の届出等） 

第２０条 指定就労支援事業者は、指定申請書の記載事項に変更があったとき又は

事業の中止、廃止若しくは再開をしようとするときは、泉大津市重度障がい者等

就労支援特別事業者指定申請書記載事項変更届出書（様式第１４号）又は泉大津

市重度障がい者等就労支援特別事業者事業廃止（ 休止・再開 ）届出書（様式第

１５号）により社会福祉事務所長に提出しなければならない。 

（調査等） 

第２１条 社会福祉事務所長は、重度障がい者等就労支援特別事業の適正を期する

ため必要があるときは、受給者又は指定就労支援事業者に対して事業に係る報告

及び書類の提示を命じ、又は指定就労支援事業者の事業所に立ち入り、必要な調

査を行うことができる。 

（指定の取消し） 

第２２条 社会福祉事務所長は、指定就労支援事業者等が次の各号のいずれかに該

当するときは、第１９条の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若

しくは一部の効力を停止し、又は第１５条に定める就労支援費の全部若しくは一

部を返還させることができる。 

（１） 第１７条の規定に該当しなくなったとき。 

（２） 就労支援費の請求に関し不正があったとき。 

（３） 不正の手段により第１９条の規定による指定を受けたとき。 

（４） その他社会福祉事務所長が指定就労支援事業者として適当でないと認め

たとき。 

２ 社会福祉事務所長は、前項により指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の

効力の停止を行ったときは、当該事業者に対し、文書で通知する。 

（秘密の保持） 

第２３条 本事業の関係者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に



 

 

漏らしてはならない。 

第２４条 

この要綱に定めるもののほか、泉大津市就労支援費の支給に必要な事項は、社会

福祉事務所長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別表１（第５条関係） 

対象者 一月あたりの支給量 

重度訪問介護 160時間 

同行援護 80時間 

行動援護 80時間 

 

 

別表２（第６条関係，第１５条関係）  

時間区分（一日当たり） 支援に係る

報酬単価 
重度訪問介護 同行援護 行動援護 

30分未満 
2,000 円 

2,000 円 2,700 円 

30分超１時間未満 3,200 円 4,300 円 

１時間超１時間３０分以下 2,900 円 4,500 円 6,200 円 

１時間３０分超２時間以下 3,900 円 5,200 円 7,700 円 

２時間超２時間３０分以下 4,800 円 5,900 円 9,300 円 

２時間３０分超３時間以下 5,700 円 6,600 円 10,800 円 

３時間超３時間３０分以下 6,700 円 7,200 円 12,400 円 

３時間３０分超４時間以下 7,600 円 7,900 円 13,900 円 

４時間超４時間３０分以下 8,500 円 8,600 円 15,500 円 

４時間３０分超５時間以下 9,400 円 9,200 円 17,100 円 

５時間超５時間３０分以下 10,300 円 9,900 円 18,600 円 

５時間３０分超６時間以下 11,200 円 10,600 円 20,100 円 

６時間超６時間３０分以下 12,000 円 11,300 円 21,700 円 

６時間３０分超７時間以下 12,900 円 11,900 円 23,300 円 

７時間超７時間３０分以下 13,800 円 12,600 円 24,800 円 

７時間３０分超８時間以下 14,700 円 13,300 円 26,400 円 

 



 

 

 

別表３（第６条関係，第１５条関係） 

受給者の区分 負担上限月額 

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令第17条第1項第1号に該当する者 
37,200円 

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令第17条第1項第2号に該当する者 
9,300円 

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令第17条第1項第3号に該当する者 
4,600円 

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令第17条第1項第4号に該当する者 
0円 

※ただし、当該月の基準額の100分の10を乗じて得た額が上限額を下回る場合は、当

該額を当該月における利用者負担額とする。 


